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令和６年第４回板野町議会定例会会議録（第３日）

日 時 令和６年１２月１３日（金） 午前１０時０２分 開会

議事日程

日程第１ 議案第 １ 号 板野町公共下水道条例の一部改正について

日程第２ 議案第 ２ 号 令和６年度 板野町一般会計補正予算（第７号）

日程第３ 議案第 ３ 号 令和６年度 板野町特別会計国民健康保険補正予算（第３号）

日程第４ 議案第 ４ 号 令和６年度 板野町奨学金貸与事業特別会計補正予算（第１号）

日程第５ 議案第 ５ 号 令和６年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第２号）

日程第６ 議案第 ６ 号 令和６年度 板野町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第７ 議案第 ７ 号 石井町と板野町との間における広域斎場の整備及び管理運営に

関する事務委託に関する規約について

日程第８ 議案第 ８ 号 町道路線の認定について

本日の会議に付した事件

日程第１から日程第８まで、議事日程に同じ

追加日程第１ 議案第 ９ 号 板野町職員の給与に関する条例の一部改正について

追加日程第２ 議案第１０号 板野町議会委員会条例の一部改正について

追加日程第３ 議案第１１号 板野町議会会議規則の一部改正について

追加日程第４ 議案第１２号 令和６年度 板野町一般会計補正予算（第８号）

追加日程第５ 議案第１３号 令和６年度 板野町特別会計国民健康保険補正予算（第４号）

追加日程第６ 議案第１４号 令和６年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算

（第３号）

追加日程第７ 議案第１５号 令和６年度 板野町下水道事業会計補正予算（第３号）

追加日程第８ 閉会中の継続調査申出書

出席議員（１１名）

１番 犬 伏 雅 啓 君 ２番 藤 田 千 穂 君

３番 大 西 裕 也 君 ４番 楠 本 千 草 君

５番 太 田 良 和 君 ６番 三 原 大 輔 君

７番 根ヶ山 昇 君 ８番 奥 尾 周 二 君
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９番 東 條 昭 二 君 11番 石 田 実 君

12番 水 口 昭 彦 君

欠席議員（１名）

10番 松 浦 昶 君

説明のために出席した者

町 長 玉 井 孝 治 君 副 町 長 東 根 弘 幸 君

教 育 長 谷 川 健 二 君 総 務 課 長 髙 橋 三 惠 君

税 務 課 長 三 木 正 文 君 福 祉 保 健 課 長 楠 本 剛 君

建 設 課 長 毛登山 悦 雄 君 水 道 課 長 松 浦 賢 治 君

環 境 生 活 課 長 末 岡 稔 久 君 会計管理者兼出納室長 山 本 敏 彦 君

下 水 道 課 長 晃 曻 政 治 君 子ども家庭総合支援センター所長 吉 本 洋 時 君

住 民 課 長 山 田 裕 子 君 産 業 課 長 淺 井 直 美 君

教育委員会次長 井 上 健 君

議場に出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 松 長 徹 君 議会事務局係長 村 上 愛 実 君

午前１０時０２分 開会

○議長（水口昭彦君） おはようございます。会議に先立ち、欠席等の届けが参っておりますので、

御報告申し上げます。１０番松浦 昶議員が所用のため欠席します。また、岡田人権コミュニティ

課長が欠席をしております。

ただいま、出席議員は１１名であります。定足数に達しておりますので１２月１２日に引き続き、

再開をします。直ちに本日の会議を開きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１、議案第１号、「板野町公共下水道条例の一部改正について」を

議題とします。説明を求めます。晃曻下水道課長。

［下水道課長（晃曻政治君）登壇］

○下水道課長（晃曻政治君） 議案第１号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

議案書の１ページをお願いいたします。

議案第１号、板野町公共下水道条例の一部改正について。

板野町公共下水道条例の一部を次のとおり改正する。
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令和６年１２月４日提出でございます。条例本文につきましては、お目通しをお願いいたします。

本条例は、従来の指定工事店の営業所ごとの排水設備工事責任技術者を職務の従事や事業所への

専属規制を廃止、同一都道府県内の複数営業所を兼任することを妨げないこととする条例の改正で

あります。

以上で、議案第１号の説明とさせていただきます。

御審議を賜り、御承認くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１号を採決します。

お諮りします。議案第１号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第２、議案第２号、「令和６年度板野町一般会計補正予算（第７号）」

を議題とします。説明を求めます。髙橋総務課長。

［総務課長（髙橋三惠君）登壇］

○総務課長（髙橋三惠君） ただいま、議案第２号が議題となりましたので、御説明をさせていた

だきます。

補正予算書の１ページをお願いいたします。

議案第２号、令和６年度 板野町一般会計補正予算（第７号）。

令和６年度 板野町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億２，７２３万６，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６８億２，５２７万３，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

令和６年１２月４日提出でございます。

次の６ページをお願いいたします。
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第２表 債務負担行為補正でございます。

追加として、学校給食センター調理等委託業務につきまして、令和７年３月末で契約が満了とな

ることから期間について、引き続き、令和７年度から令和１１年度までの５年間、金額については

２億３，２６５万円でお願いをするものです。

７ページをお願いいたします。

第３表 地方債補正の変更でございます。

起債の目的、老人憩の家耐震事業に充当のため、限度額１４０万円を４８０万円に。町民センタ

ー整備事業の限度額３３０万円を４，３３０万円に。健康の館整備事業、限度額６，５００万円を

７，４５０万円にそれぞれ増額をお願いするものです。

１２ページをお願いします。歳入から説明をさせていただきます。

１款町税、１項町民税、１目個人で３，９００万円、１款同じく、２項固定資産税、１目同じで

は８，１００万円、１款同じく、３項軽自動車税、２目種別割では３００万円、それぞれ増額が見

込まれるための補正をお願いしております。

１３ページお願いします。

１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金では、制度改正に伴います児童手当

負担金として１，２４４万４，０００円、２目衛生費国庫負担金では、令和７年１月から開始をい

たします産後ケア事業負担金として２５万円、１４款同じく、２項国庫補助金、１目総務費国庫補

助金、１節総務管理費補助金では、標準化システム移行準備に関連いたしましたデジタル基盤改革

支援補助金として１，５９１万７，０００円、２目民生費国庫補助金、２節老人福祉費補助金では、

憩の家改修等に係る防災・安全交付金として２１３万３，０００円をお願いしております。

１５ページをお願いします。

１７款寄附金、１項同じく、２目の指定寄附金では、町内小学校の図書購入に充ててほしいとの

ことで５０万円の御寄附がございました。

１６ページお願いいたします。

１８款繰入金、２項基金繰入金、６目ふるさと応援基金繰入金では、ふるさと納税寄附金の増額

が見込まれるため６８８万３，０００円の増額補正をお願いしております。

次の１７ページお願いします。

２０款諸収入、４項雑入、民生費雑入では、令和５年度療養給付費、精算に伴う後期高齢者医療

給付費負担金の返納金として１，０２８万６，０００円。商工費の雑入では、道の駅「いたの」地

域振興施設部分の電気代を受け入れるもので２０４万２，０００円でございます。

１８ページお願いいたします。

２１款町債、１項同じく、１目民生債で、老人憩の家耐震事業債として３４０万円、町民センタ

ー整備事業債４，０００万円、５目教育債では、健康の館整備事業債９５０万円の増額補正をお願

いしております。１９ページお願いいたします。
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続いて、歳出の説明をさせていただきますが、各款項目での各施設での需用費における電気・ガ

ス等の使用料の増額につきましては、電力等物価高騰の影響によるもの、また、減額補正につきま

しては、令和６年度事業の完了に伴うものでございます。

まず、２款総務費、１項総務管理費、４目電子計算費では、標準化システム移行準備に伴うシス

テム整備のため１，６３０万９，０００円、６目企画費で、ふるさと納税寄附の増額が見込まれる

ため、返礼品発送等に要する費用として１０節の需用費で４２７万９，０００円、１１節役務費２

６０万６，０００円の増額補正をお願いしております。

２３ページをお願いいたします。

３款民生費、１項社会福祉費、３目町民センター費、１４節工事請負費では、エレベーター整備

に係ります改修工事費４，０００万円をお願いしております。

２４ページをお願いいたします。

３款同じく、２項老人福祉費、３目老人憩の家管理費では、日出家憩の家耐震改修に係ります設

計委託料として１３３万４，０００円、１４節工事請負費では、改修工事費として１，２００万円

をお願いしております。

２５ページでございます。

３款同じく、３項児童福祉費、２目児童手当費では１９節の扶助費で、児童手当制度改正に伴い

ます給付費の増額分として１，６００万円、６目子ども家庭総合支援センター費では、ひとり親家

庭などに対し、受験料や模擬試験の費用を補助するための費用１０万円をお願いしております。

２６ページをお願いします。

４款衛生費、１項保健衛生費、３目母子衛生費では１２節委託料で、出産して退院直後の母子に

対し、心身のケアや育児サポートを行う産後ケア事業委託料５０万円でございます。

２９ページをお願いします。

６款商工費、２項観光費、２目観光温泉施設費では、不用となりました予算を減額させていただ

くとともに１０節需用費では、施設の老朽化に伴う修繕等で２３６万円の増額補正をお願いしてお

ります。３１ページお願いいたします。

７款土木費、２項道路橋梁費、２目道路維持費では１２節の委託料で、余剰となった作業委託料

を減額し、１０節需用費におきまして、道路補修と修繕に充てるため、予算の組替えをお願いして

おります。３５ページをお願いいたします。

９款教育費、２項小学校費、２目東小学校管理費、１１節役務費では、大坂分校の立ち木剪定手

数料６０万円をお願いしております。

３７ページをお願いいたします。

９款同じく、４項幼稚園費、１目幼稚園共通費、１６節公有財産購入費で、東幼稚園の用地取得

に伴う買収費７４１万円、２１節補償補填及び賠償金では、物件等移転補償費として３，２５６万

円でございます。３９ページをお願いいたします。
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９款同じく、６項保健体育費、２目体育施設費、１４節工事請負費で、健康の館外壁改修に伴い

ます改修工事費として１，０５０万円、３目学校給食費、１０節需用費では、物価高騰による給食

賄材料代及び電気代合わせて５９０万円をお願いしております。

４０ページをお願いいたします。

１０款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費では、台風１０号により被災いたしました農

地及び水路の災害復旧工事費８８０万円をお願いしております。

４１ページをお願いいたします。

１２款諸支出金、１項特別会計費、１目特別会計繰出金では、介護保険事業特別会計ほかへの繰

出金として７６０万２，０００円の増額をお願いしております。

４２ページをお願いいたします。

１２款同じく、２項基金費、１目同じでは、財政調整基金積立金４，０００万円、次の４３ペー

ジの１３款予備費では１５３万９，０００円でございます。

以上、歳入歳出予算の総額に２億２，７２３万６，０００円の追加補正をお願いし、歳入歳出そ

れぞれ６８億２，５２７万３，０００円でお願いするものでございます。

以上で、議案第２号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御承認を賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第２号を採決します。

お諮りします。議案第２号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第２号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第３、議案第３号、「令和６年度板野町特別会計国民健康保険補正

予算（第３号）」を議題とします。説明を求めます。山田住民課長。

［住民課長（山田裕子君）登壇］

○住民課長（山田裕子君） 議案第３号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

補正予算書の５１ページをお願いいたします。

議案第３号、令和６年度 板野町特別会計国民健康保険補正予算（第３号）。

令和６年度 板野町の特別会計国民健康保険補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に関係なく、歳入歳出予算を補正する。
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２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和６年１２月４日提出でございます。

５９ページをお願いいたします。歳出でございますが、９款諸支出金、１項償還金及び還付加算

金、６目保険給付費等交付金償還金では、保険給付費等交付金償還金として５，０００円、特別交

付金返納金として１万４，０００円の増額補正をお願いしております。いずれも、前年度の補助金

について、実績額の確定により返還が生じたものでございます。

６０ページをお願いいたします。

１１款予備費、１項１目同じでは１万９，０００円の減額補正をお願いしております。予備費よ

り９款諸支出金への組替えを行うものです。

以上、歳入歳出とも補正額は０、予算額１７億９，９７９万５，０００円、組替えの補正をお願

いするものでございます。

以上で、議案第３号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第３号を採決します。

お諮りします。議案第３号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第３号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第４、議案第４号、「令和６年度板野町奨学金貸与事業特別会計補正

予算（第１号）」を議題とします。説明を求めます。井上教育次長。

［教育委員会次長（井上 健君）登壇］

○教育委員会次長（井上 健君） 議案第４号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

補正予算書の６１ページをお願いをいたします。

議案第４号、令和６年度 板野町奨学金貸与事業特別会計補正予算（第１号）。

令和６年度 板野町の奨学金貸与事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２５４万２，０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４２２万８，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の
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金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和６年１２月４日提出でございます。

次に６８ページをお願いをいたします。はじめに、歳入から御説明申し上げます。

１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では、補正前の金額４９４万４，０００円

に対しまして、補正予算で１５１万円を減額をさせていただき、予算現額３４３万４，０００円と

なります。次のページをお願いをいたします。

２款諸収入、１項貸付金元利収入、１目奨学金貸付金元利収入では、補正前の金額１８２万６，

０００円に対しまして１０３万２，０００円の減額をさせていただき、予算現額７９万４，０００

円となります。内訳といたしましては、令和６年度の返還免除が２１名で、うち、継続が１１名、

新規が１０名となり、免除額が決定したことにより償還額が確定によるものでございます。

続きまして７０ページをお願いをいたします。歳出を御説明申し上げます。

１款貸付事業費、１項１目同じでございます。補正前の金額４９４万３，０００円に対しまして、

補正予算で１５１万円を減額をさせていただき、予算現額３４３万３，０００円となります。これ

につきましては、奨学金を貸与した人数が高校生で７名・大学生で８名、入学金で高校生４名・大

学生５名で確定したため、奨学金で１３２万円、入学金で１９万円の減によるものでございます。

次に７１ページをお願いをいたします。

２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金では、補正前の金額１８２万６，０００円に対

しまして、補正予算で１０３万１，０００円を減額させていただき、予算現額７９万５，０００円

となります。これにつきましては、現年度分１１３万６，０００円の減と過年度分１０万５，００

０円の増で、差引き１０３万１，０００円の減額でございます。

最後に７２ページをお願いをいたします。

３款予備費、１項１目同じでございます。１，０００円は、端数調整で一般会計繰出金への充当

でございます。

以上、歳入歳出当初予算額６７７万円に対しまして、補正予算で２５４万２，０００円を減額さ

せていただき、予算現額４２２万８，０００円となるものです。

以上で、議案第４号の説明とさせていただきます。

御審議を賜り、御承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第４号を採決します。

お諮りします。議案第４号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）



- 9 -

異議なしと認めます。したがって、議案第４号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第５、議案第５号、「令和６年度板野町介護保険（保険事業）特別

会計補正予算（第２号）」を議題とします。説明を求めます。楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） 議案第５号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

補正予算書の８１ページをお願いいたします。

議案第５号、令和６年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第２号）。

令和６年度 板野町の介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７，４１０万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１６億４，０５６万４，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和６年１２月４日提出でございます。

歳入から御説明申し上げます。８８ページをお願いいたします。

１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料では１，６４５万３，０００円の増額

補正をお願いしております。第９期介護保険事業計画で基準となる保険料月額を５，９００円から

６，１００円に２００円引上げをさせていただいておりますが、その影響等で保険料調定額が引き

上がった分でございます。

８９ページをお願いいたします。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金といたしまして１，４９７万円、同じ

く、２項国庫補助金、１目調整交付金といたしまして４４４万６，０００円の増額補正をお願いし

ております。増額見込みの介護給付費に対する国庫負担分でございます。

９０ページをお願いいたします。

４款支払基金交付金、１項同じ、１目介護給付費交付金といたしまして２，０００万７，０００

円の増額補正をお願いしております。増額見込みの介護給付費に対する社会保険診療報酬支払基金

の交付金でございます。

９１ページをお願いいたします。

５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金といたしまして９１１万２，０００円の増

額補正をお願いしております。増額見込みの介護給付費に対する県の負担金でございます。

９２ページをお願いいたします。

７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金といたしまして９１１万２，０００円
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の増額補正をお願いしております。増額見込みの介護給付費に対する町の繰入金分でございます。

続きまして、歳出でございます。９３ページをお願いいたします。

２款保険給付費の１項介護サービス費、１目居宅介護サービス給付費で６，９００万円の増額補

正、２目施設介護サービス給付費は３００万円の減額補正、３目居宅介護福祉用具購入費で３０万

円の増額補正、５目居宅介護サービス計画給付費で７００万円の増額補正をお願いしております。

９４ページをお願いいたします。

２款保険給付費の２項介護予防サービス費、１目介護予防サービス給付費といたしまして８０万

円の増額補正をお願いしております。

以上、歳入歳出ともに７，４１０万円を増額補正し、歳入歳出合計１６億４，０５６万４，００

０円でお願いをするものでございます。

以上で、議案第５号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第５号を採決します。

お諮りします。議案第５号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第５号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第６、議案第６号、「令和６年度板野町下水道事業会計補正予算

（第２号）」を議題とします。説明を求めます。晃曻下水道課長。

［下水道課長（晃曻政治君）登壇］

○下水道課長（晃曻政治君） 議案第６号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

補正予算書１０１ページをお願いいたします。

議案第６号、令和６年度 板野町下水道事業会計補正予算（第２号）。

（総則）

第１条 令和６年度板野町下水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 令和６年度板野町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的

収入及び支出のうち収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（支出）

第１款 下水道事業費用、第２項 営業外費用、（既決予定額）２，６５７万５，０００円に対
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し、（補正予定額）５０万円の増額、計２，７０７万５，０００円。

令和６年１２月４日提出でございます。

１０８ページをお願いいたします。

補正予算事項別明細書にて、御説明申し上げます。

（収益的支出）

１款下水道事業費用、２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費で、企業債利息の額の

確定により５０万円の増額補正をお願いするものです。

以上で、議案第６号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第６号を採決します。

お諮りします。議案第６号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第６号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第７、議案第７号、「石井町と板野町との間における広域斎場の整備

及び管理運営に関する事務委託に関する規約について」を議題とします。説明を求めます。

髙橋総務課長。

［総務課長（髙橋三惠君）登壇］

○総務課長（髙橋三惠君） 議案第７号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

議案書の２ページをお願いいたします。

議案第７号、石井町と板野町との間における広域斎場の整備及び管理運営に関する事務委託に

関する規約について。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により石井町と板野町と

の間において広域斎場の整備及び管理運営に関する事務を石井町に委託することについて、次のと

おり規約を定め、協議するため、同条第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規

定により議会の議決を求めるものでございます。

令和６年１２月４日提出でございます。

以下、本文につきましては、お目通しをお願いいたします。

本文第１条にもありますように、委託をする主な事務につきましては、斎場の整備や施設の管理

に関する事務で、令和７年１月１日から施行をさせていただくため、本規約につきまして、議会の
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議決をお願いするものでございます。

以上で、議案第７号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御承認を賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第７号を採決します。

お諮りします。議案第７号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第７号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第８、議案第８号、「町道路線の認定について」を議題とします。

説明を求めます。毛登山建設課長。

［建設課長（毛登山 悦雄君）登壇］

○建設課長（毛登山 悦雄君） 議案第８号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

議案書の５ページをお願いいたします。

議案第８号、町道路線の認定について。

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり町道の路線認定

をしたいので、同条第２項の規定により議会の議決を求めます。

令和６年１２月４日提出でございます。本文については、お目通しをお願いいたします。

本議案は、町道１２０４号線の認定をお願いするものでございます。

路線名、町道１２０４号線については、町道９１０号線から板野町町民センターまでの進入道路

となっており、起点・終点とも大寺字亀山西で、延長４５.５ｍ、幅員６．５ｍとなっております。

以上で、議案第８号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第８号を採決します。

お諮りします。議案第８号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 御案内します。本日、追加提案をお願いしたい議案等がございます。

つきましては、その関係書類をただいまから配付します。ここで、議事の都合により小休します。

午前１０時４１分 小休

（松長・村上、書類を配付する）

（タブレットに書類をダウンロードする）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１０時４７分 再開

○議長（水口昭彦君） 小休前に引き続き、再開します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） お諮りします。お手元に配付の議事日程のとおり、本日、町長から「板野

町職員の給与に関する条例の一部改正について」ほか４件、また、東條議会運営委員長から「板野

町議会委員会条例の一部改正について」ほか１件が、各委員会の委員長から各委員会の「閉会中の

継続調査申出書」が提出されました。これを日程に追加し、令和６年第４回板野町議会定例会追加

議事日程第３日と議案審議書類のとおり議題にしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、お手元に配付の令和６年第４回板野町議会定例会追加議事日程第３日と議案審議

書類のとおり８件を日程に追加し、追加日程として議題とすることに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第１、議案第９号、「板野町職員の給与に関する条例の一部改正

について」を議題とします。説明を求めます。髙橋総務課長。

［総務課長（髙橋三惠君）登壇］

○総務課長（髙橋三惠君） 議案第９号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

ただいま、配付のありました追加議案書１ページをお願いいたします。

議案第９号、板野町職員の給与に関する条例の一部改正について。

板野町職員の給与に関する条例の一部を次のとおり改正する。

令和６年１２月１３日提出でございます。本文につきましては、お目通しをお願いいたします。

徳島県の人事委員会勧告に基づきまして、期末・勤勉手当の支給率及び行政職給料表を改正する

ため、関連する条例の改正を行うものでございます。

別表第１、行政職給料表におけます改正と併せ、正規職員の期末手当及び勤勉手当について、年

間の支給率を４．６月分とするため、令和６年につきましては１２月支給分で調整を行い、令和７

年度は支給率については、期末手当を６月・１２月ともに１．２５月、勤勉手当を６月・１２月と
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もに１．０５月、年間４．６月とするものでございます。あわせまして、再任用職員の期末・勤勉

手当につきましても、年間の支給率を２．３５月から２．４５月に変更するための改正をお願いし

ております。以上で、議案第９号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御承認を賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第９号を採決します。

お諮りします。議案第９号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第９号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第２、議案第１０号、「板野町議会委員会条例の一部改正に

ついて」を議題とします。説明を求めます。東條議会運営委員長。

［９番（東條昭二君）登壇］

○９番（東條昭二君） 議案第１０号が議題とされましたので、説明をいたします。

議案第１０号、板野町議会委員会条例の一部改正について。

上記の議案を、別紙のとおり板野町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出いたします。

令和６年１２月１３日提出でございます。

板野町議会議長、水口昭彦殿。提出者は私、議会運営委員長の東條でございます。

提案理由の説明ですが、本文については、お目通しをお願いします。

本案は、標準委員会条例の改正並びに委員会の開会の特例として、大規模な災害の発生・感染症

のまん延また育児・介護などで、やむを得ない事由により会議の参集が困難である場合にオンライ

ンによる会議を可能とする改正を行うものでございます。以上で、説明を終わります。

御審議をいただき、御承認くださいますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１０号を採決します。

お諮りします。議案第１０号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１０号については、原案のとおり可決されました。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第３、議案第１１号、「板野町議会会議規則の一部改正について」

を議題とします。説明を求めます。東條議会運営委員長。

［９番（東條昭二君）登壇］

○９番（東條昭二君） 議案第１１号が議題とされましたので、御説明いたします。

議案第１１号、板野町議会会議規則の一部改正について。

上記の議案を、別紙のとおり板野町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出します。

令和６年１２月１３日提出でございます。

板野町議会議長、水口昭彦殿。提出者は私、議会運営委員長の東條でございます。

提案理由の説明ですが、本文については、お目通しをお願いいたします。

本案は、標準会議規則の改正並びに本町議会がタブレット端末を導入することにより、議会に係

る手続のオンライン化に対応するため、主にオンラインによる通知や、ペーパーレスなどの運用等

についての改正でございます。

また、会議時間の変更・先決動議の措置・一括議題・発言時間の制限・起立表決・投票表決・簡

易表決・表決の順序の決定方法において、出席議員から異議がある場合の人数を改正するものでご

ざいます。以上で、説明を終わります。

御審議をいただき、御承認くださいますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１１号を採決します。

お諮りします。議案第１１号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１１号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第４、議案第１２号、「令和６年度板野町一般会計補正予算

（第８号）」についてを議題とします。説明を求めます。髙橋総務課長。

［総務課長（髙橋三惠君）登壇］

○総務課長（髙橋三惠君） 議案第１２号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

本日、配付の補正予算書１ページをお願いいたします。

議案第１２号、令和６年度 板野町一般会計補正予算（第８号）。

令和６年度 板野町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
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第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，３４６万８，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６６億１，１５０万５，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和６年１２月１３日提出でございます。

今回の補正につきましては、人事院勧告に伴うもので、給与改定と合わせ、期末・勤勉手当支給

率の改定に伴い、不足となる人件費につきまして増額をお願いし、一部減額補正につきましては、

育児休業等に伴い、不用となりました人件費について減額をさせていただくものでございます。

また、議会議員の皆様・町長始め特別職の期末手当につきましても今後、改定があるものと見込

んだ上で増額補正をお願いしております。

８ページをお願いいたします。まず、歳入でございます。

１０款地方交付税、１項１目同じでは１，３４６万８，０００円、一般財源分でございます。

続いて、歳出でございますが９ページから２７ページに関連しましては、各事業で計上しており

ます人件費でございますので、お目通しをお願いいたします。

２８ページをお願いします。

１２款諸支出金、１項特別会計費、１目特別会計繰出金では、人件費増額のため国民健康保険特

別会計ほかへの繰出金でございます。

以上、歳入歳出予算の総額に１，３４６万８，０００円を増額補正し、補正後の歳入歳出予算の

総額を６６億１，１５０万５，０００円でお願いするものでございます。

以上で、議案第１２号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御承認を賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１２号を採決します。

お諮りします。議案第１２号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１２号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第５、議案第１３号、「令和６年度板野町特別会計国民健康保険

補正予算（第４号）」についてを議題とします。説明を求めます。山田住民課長。

［住民課長（山田裕子君）登壇］

○住民課長（山田裕子君） 議案第１３号が議題となりましたので、御説明申し上げます。
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補正予算書の４１ページをお願いいたします。

議案第１３号、令和６年度 板野町特別会計国民健康保険補正予算（第４号）。

令和６年度 板野町の特別会計国民健康保険補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６２万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１８億４１万５，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和６年１２月１３日提出でございます。歳入から御説明申し上げます。

４８ページをお願いいたします。

１０款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では、職員の給与会計による人件費の増

加分６２万円を一般会計から繰り入れるものでございます。

続きまして、歳出を御説明申し上げます。

４９ページをお願いいたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では６２万円の増額補正をお願いしております。

職員の給与改定分でございます。

以上、歳入歳出ともに６２万円の増額補正をお願いし、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ

１８億４１万５，０００円でお願いするものでございます。

以上で、議案第１３号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１３号を採決します。

お諮りします。議案第１３号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１３号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第６、議案第１４号、「令和６年度板野町介護保険（保険事業）

特別会計補正予算（第３号）」についてを議題とします。説明を求めます。楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） 議案第１４号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

補正予算書の６１ページをお願いいたします。
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議案第１４号、令和６年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第３号）。

令和６年度 板野町の介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５６万４，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１５億６，７０２万８，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和６年１２月１３日提出でございます。歳入から御説明申し上げます。

６８ページをお願いいたします。

１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料では２万８，０００円の増額補正をお

願いしております。包括的支援事業の人件費の増額に係る２３％の保険料負担分でございます。

６９ページをお願いいたします。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金といたしまして４万６，０００円をお

願いしております。同じく、包括的支援事業に係る国庫負担分でございます。

７０ページをお願いいたします。

５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金といたしまして２万３，０００円の増額補

正をお願いしております。包括的支援事業に係る県負担分でございます。

７１ページをお願いいたします。

７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金といたしまして２万３，０００円、２

目その他一般会計繰入金として４４万４，０００円の増額補正をお願いしております。包括的支援

事業費に係る町負担分と一般管理費に係る繰入分をお願いしております。

続きまして、歳出でございます。７２ページをお願いいたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で４４万４，０００円の増額補正をお願いしてお

ります。給料改定に係る人件費等でございます。

７３ページをお願いいたします。

３款地域支援事業費、１項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的・継続的マネジメント支援

事業費で１２万円の増額補正をお願いしております。給料改定に係る人件費でございます。

以上、歳入歳出ともに５６万４，０００円を増額補正し、歳入歳出合計１５億６，７０２万８，

０００円でお願いするものでございます。

以上で、議案第１４号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）
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質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１４号を採決します。

お諮りします。議案第１４号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１４号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第７、議案第１５号、「令和６年度板野町下水道事業会計補正

予算（第３号）」についてを議題とします。説明を求めます。晃曻下水道課長。

［下水道課長（晃曻政治君）登壇］

○下水道課長（晃曻政治君） 議案第１５号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

補正予算書８１ページをお願いいたします。

議案第１５号、令和６年度 板野町下水道事業会計補正予算（第３号）。

（総則）

第１条 令和６年度板野町下水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第２条 令和６年度板野町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第４条に定めた資本的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（収入）第１款資本的収入、第２項出資金、（既決予定額）１，６９３万９，０００円に対し、

（補正予定額）２９万８，０００円の増額（計）１，７２３万７，０００円。

（支出）第１款資本的支出、第１項建設改良費、（既決予定額）１億８，１３３万７，０００円に

対し、（補正予定額）２９万８，０００円の増額（計）１億８，１６３万５，０００円。

（議会の議決を得なければ流用することのできない経費）

第３条 予算第７条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

（１）職員給与費、（既決予定額）２，６７２万２，０００円、（補正予定額）２９万８，０００

円の増額（計）２，７０２万円。

令和６年１２月１３日提出でございます。

８９ページをお願いいたします。

補正予算事項別明細書にて、御説明申し上げます。

（資本的収入）

１款資本的収入、２項出資金、１目他会計出資金を給与等の改正により２９万８，０００円の増

額補正をお願いするものです。

（資本的支出）

１款資本的支出、１項建設改良費、１目管渠整備事業費で１節給料１６万２，０００円、２節手
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当等１３万６，０００円を給与改定及び制度改正により２９万８，０００円の増額補正をお願いす

るものであります。

以上で、議案第１５号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１５号を採決します。

お諮りします。議案第１５号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１５号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第８、「閉会中の継続調査申出書」を議題とします。

お諮りします。本件は、これを各委員会委員長より申出のとおり、閉会中の継続調査に付する

ことに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、各委員会委員長より申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 今定例会の本会議に付議された案件の審議は、全部終了しました。

したがって、会議規則第７条の規定によって、本日をもって閉会したいと思いますが、これに

御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、今定例会は、本日をもって閉会することに決定しました。

これで、会議を閉じます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 町長より御挨拶がございます。玉井町長。

［町長（玉井孝治君）登壇］

○町長（玉井孝治君） 閉会に当たりまして、私の方からひとこと、お礼の御挨拶を申し上げます。

令和６年第４回板野町議会定例会につきましては、去る１２月４日に開会をいただきまして、本

日までの１０日間にわたりまして、議員各位におかれましては、何かと公私御多忙の中、御参会を

賜り、私どもの方より提案申し上げました議案８件、更には、私の方から追加提案ということで５

件の合計１３案件をお願いをしたわけでございます。慎重審議を賜りまして、特に各常任委員協議
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会また本会議で慎重審議を賜り、原案のとおり御議決を賜りましたこと誠にありがとうございます。

厚くお礼を申し上げます。

特に、今議会で補正予算をお認めいただきました、町民センター、エレベーター設置につきまし

ては、早急に事業を進めさせていただき、利用者の皆様にとりまして、利便性の高い施設となるよ

う取り組んでまいります。

私の提案理由の中でも申しましたように、去る１１月２７日に大手住宅メーカーが実施するアン

ケートで２０２４年「街の幸福度ランキング」において、本町が四国で３年連続１位を獲得したわ

けでございます。そういった発表があったわけでございます。議員皆様方からの御支援・御協力の

おかげであると思い、３年連続という高い評価を頂くことができました。誠にありがとうございま

した。改めて、議員皆様方にも、お礼を申し上げるところでございます。

今後におきましても、子育て支援の充実、安全安心で暮らしていける町、板野町を目指して、そ

して、また、満足いただけるよう町制運営に取り組んでまいる所存でございます。これから令和７

年度の当初予算の編成作業に入ってまいります。次年度につきましても、今年度以上の緊縮財政を

基本として行政経費の節減をもとより緊急性や町民のニーズのより高い事業に重点的に予算配分を

進めてまいりたいと考えております。この１年、町制発展のために大変お世話になりました。誠に

ありがとうございました。厚く感謝とお礼を申し上げます。

結びとなりますが、寒さ厳しき折でございます。皆様には、健康に十分御留意され、御活躍いた

だけますとともに、御家族皆様方、共々素晴らしい新年を迎えられますよう、お祈り申し上げまし

て、閉会の御挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。お世話になりました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 閉会に当たり、ひとこと御挨拶を申し上げます。

今定例会は、去る１２月４日に開会し、本日までの１０日間、議員各位には提出された諸議案に

つきまして、終始、御熱心に御審議を賜り、ただいま閉会の運びとなりました。議員各位の御協力

に対し、深く感謝を申し上げます。

また、連日にわたり議会運営に御協力をくださいました町長を始め、職員の皆様方に対しまして

も心から御礼を申し上げます。インフルエンザ等の罹患が増えております。皆様方には御自愛いた

だき、今後とも町政発展のため、なお一層の御尽力をお願い申し上げます。

これをもちまして、令和６年第４回板野町議会定例会を閉会します。

御協力ありがとうございました。

午前１１時２０分 閉会
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